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基準昇給について

「大規模災害や経営に甚大な影響を与える事象

の発生がないことを確認したうえで決定する」

ベース・アップについて

「固定費の増額となるベース・アップについては今後の経営

見通しを十分に見極めたうえで慎重に判断する」

シニア社員等について

「より働きがいを感じつつより一層の高い生産性

をあげることを期してこれまで改正・加算してき

た。ワークライフバランスを保ちつつ業務に従事

できるよう、勤務・休職等の改正を行なってきた

ところであり変更する考えはない。」

「精励手当、精勤手当は会社業績等に関わら

ず、出勤日数に応じて固定額を支払う手当で

あり、期末手当とは性格の異なる手当である。」


